
単位(円）

介護度
基本サービス費

（日）
看護体制加算

Ⅰ(日)
看護体制加算

Ⅱ(日)
夜勤職員配置

加算Ⅱ(日)
個別機能訓練

加算Ⅰ(日)
日常生活継続
支援加算Ⅱ(日)

個別機能訓練
加算Ⅱ（月)

科学的介護推
進加算Ⅰ(月)

サービス費
合計

高額介護を申
請した場合

食費 居住費 合計金額
高額介護を申
請した場合

要介護1 652 25,065 58,665
要介護2 720 27,362 60,962
要介護3 793 4 8 18 12 46 20 40 29,828 63,428
要介護4 862 32,159 65,759
要介護5 929 34,422 68,022
要介護1 652 25,065 61,365
要介護2 720 27,362 63,662
要介護3 793 4 8 18 12 46 20 40 29,828 66,128
要介護4 862 32,159 68,459
要介護5 929 34,422 70,722
要介護1 652 25,065 83,865
要介護2 720 27,362 86,162
要介護3 793 4 8 18 12 46 20 40 29,828 88,628
要介護4 862 32,159 90,959
要介護5 929 34,422 93,222
要介護1 652 25,065 105,165
要介護2 720 27,362 107,462
要介護3 793 4 8 18 12 46 20 40 29,828 109,928
要介護4 862 32,159 112,259
要介護5 929 34,422 114,522
要介護1 652 25,065 128,595
要介護2 720 27,362 130,892
要介護3 793 4 8 18 12 46 20 40 29,828 133,358
要介護4 862 32,159 135,689
要介護5 929 34,422 137,952

　　　　※介護職員処遇改善加算Ⅰ・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ・介護職員等ベースアップ等支援加算を含む
※利用者負担段階

介護保険外サービス料金

料金 料金

2,000円 実費

実費 理容店・美容院を利用される場合（出張美容サービスを利用される場合は1,500円） 実費

48,600

51,300

83,400

104,700

預り金管理・各種支払い・申請代行 加湿器、衣服、スリッパ、歯ブラシ、ティッシュなど

内容

日常生活用品

24,600

40,800 39,300

1,445/日 2,006/日

24,600

1,360/日

サービス内容

（利用者負担第二段階）

　（利用者負担第三段階①）

本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額が８０万円以下.本人の預貯金残高が６５０万円（夫
婦の場合は１，６５０万）以下。

本人及び世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金の受給者。生活保護者。本人の預貯金残高が１，０００万円（夫婦の場合は２，０００万）以下。

43,350 60,180

（利用者負担第一段階）

（  　非　  該　　当　　）

内容

　（利用者負担第三段階②）
本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額が８０万円超１２０万円以下の人。本人の預貯金残
高が５００万円（夫婦の場合は１，５００万）以下。

介護保険サービス費(1割負担分)

1,310/日

理美容代

負担限度額認定証の申請が必要です。認定を受けられた方には、負担限度額を設定し、施設には基準費用額と負担限度額との差額を保険給付として補います。詳しくは
市町村にお問い合わせください。（下関市ホームページより抜粋）

第3段階(1)

非該当

第2段階 15,000

390/日 820/日

11,700 24,600

650/日

19,500 39,300

第3段階(2)

レクリエーション材料費 クラブ活動等個人参加でかかった材料費、外出先の入場料等

介護老人福祉施設　　特別養護老人ホーム梨花の里　　利用料金表　　　　　　　　　　　　　　【ユニット型個室】

サービス内容

財産管理費(1か月)

300/日 820/日

9,000 24,600
第1段階

1,310/日

R5.9月現在  30日計算

Ａ～Ｃに該当しない方（市民税世帯課税の方）

本人及び世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収入額が８０万円超１２０万円以下の人境界層該当者。本
人の預貯金残高が５５０万円（夫婦の場合は１，５５０万）以下。

15,000


